
自動車関係税制に関する研究会報告書のポイント

 現行の自動車税、軽自動車税、自動車重量税及び自動車取得税について、個別の財産に対する課税であ

１ 保有段階における自動車への課税

 現行の自動車税、軽自動車税、自動車重量税及び自動車取得税に いて、個別の財産に対する課税であ
る車体課税として、車体の保有に着目する課税及び車体の所有権移転（取得）に着目する課税に整理。

 ＣＯ２排出削減に資する「環境自動車税」（地方税）を創設すべき。

○ 自動車税と自動車重量税を一本化し、「環境自動車税」を創設することにより、自動車関係税の簡素化を実現。
○ 「環境自動車税」は個別財産税であるとともに 、 「公平の原則」に適う環境損傷負担金的性格を有するものとして整理。

環境自動車税（地方税）現 在

○ 環境自動車税」は個別財産税であるとともに 、 公平の原則」に適う環境損傷負担金的性格を有するものとして整理。
○ 「環境自動車税」は地方税とすべき。

一本化

財産税的性格

自動車税（地方税）
排気量等に応じた課税

環境損傷負担金的性格
ＣＯ２排出量を課税標準とする「ＣＯ２排出量割」

自動車重量税（国税） 財産税的性格
排気量等を課税標準とする「排気量割」

自動車重量税（国税）
車両重量に応じた課税

○ あらゆる政策を総動員する地球温暖化対策の取り組みの必要性、厳しい財政状況、自動車関係税全体の負担水準の
国際比較等を踏まえ 「環境自動車税」は 少なくとも税収中立を前提として制度設計を行うべきであり 自動車重量税の国際比較等を踏まえ、「環境自動車税」は、少なくとも税収中立を前提として制度設計を行うべきであり、自動車重量税の
上乗せ分も含めた規模で一本化すべき。

○ 軽自動車税についても、上記の考え方を踏まえ整理。

２ 取得段階における自動車への課税２ 取得段階における自動車への課税

 ＣＯ２排出削減のための様々な地球温暖化対策の取組がなされる中、保有段階及び取得段階でバランス
のとれた課税を行うべく、取得段階の課税としての自動車取得税は、少なくとも当面は維持すべき。


